
福祉事務所嘱託医設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、福祉事務所における非常勤嘱託医師（以下「嘱託医」という。）

の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（身分） 

第２条 嘱託医の身分は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３

項第３号に規定する特別職に属する非常勤職員とする。 

（設置場所等） 

第３条 嘱託医の設置場所、診療科目及び配置人員は、別表第１のとおりとする。 

（職務） 

第４条 嘱託医は、福祉事務所長（以下「所長」という。）等からの要請に基づき、

次の事項について、専門的診断及び必要な助言を行うものとする。 

(１) 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討 

(２) 要保護者についての調査、指導又は検診 

(３) 診療報酬明細書及び（老人）訪問看護療養費明細書の内容検討 

(４) 医療扶助以外の扶助についての専門的診断及び必要な助言 

(５) 介護保険被保険者以外の要保護者に係る特定疾病に該当するか否かの診断 

(６) 長期入院患者の介護扶助への移行の適否についての療養上の検討 

(７) その他医療扶助運営上及び介護扶助運営上必要な専門的診断 

（８）川崎福祉事務所の嘱託医については、中国残留邦人等に対する支援給付に係

る前１号から７号に掲げる事項 

（職務の原則） 

第５条 嘱託医は、次に定めるところにより職務を行わなければならない。 

(１) 要保護者の人格、プライバシー等を侵害する恐れのある行為をしてはならな

い。 

(２) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同

様とする。 

(３) 個人情報については、関係法令の定めるところに従い、適正に取り扱わなけ

ればならない。 



(４) 所長及び関係職員と常時緊密な連絡を保持しなければならない。 

（任用要件） 

第６条 嘱託医は、次の要件をすべて満たす者でなければならない。 

(１) 医師の資格を有する者 

(２) 人格、識見に優れ、社会福祉に対する理解と熱意とを有する者 

(３) 心身ともに健康である者 

（任用） 

第７条 市長は、前条の任用要件に該当する者のうち、適当と認める者を嘱託医に

任命するものとする。 

２ 嘱託医の任用期間は、原則として、その採用の日から同日の属する会計年度の

末日までの期間の範囲内で市長が定めるものとする。 

（任用期間の更新） 

第８条 市長は、任用の期間内の勤務成績が良好である嘱託医については、その任

用期間を４回に限り更新することができる。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず任用期間を

満了した嘱託医の任用期間を更新することができる。 

（退職） 

第９条 嘱託医は、次のいずれかに該当するときは、その日をもって退職するもの

とする。 

(１) 任用期間が満了した日 

(２) 退職を願い出て承認があった日 

(３) 死亡したとき。 

（解職） 

第１０条 市長は、嘱託医が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことが

できる。 

(１) 勤務成績が良くないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないとき。 

(３) 職に必要な適格性を欠くとき。 

（勤務の形態） 

第１１条 嘱託医の勤務日数は別表第１のとおりとし、勤務日については、毎月所



長が定める。 

２ 所長は、緊急の協議等必要があると認めるとき及びその他やむを得ないと認め

るときは、嘱託医に対し福祉事務所以外の適切な場所においてその職務を行うこ

とを命ずることができる。なお、この場合の職務については、通常の勤務を１日

行ったものとして取り扱う。 

３ 前２項に規定する嘱託医の勤務は、原則として午前８時３０分から午後５時ま

での間で所長が定める。 

（休日） 

第１２条 次に掲げる日は、休日とし、嘱託医は、原則として勤務を要しないもの

とする。 

(１) 日曜日及び土曜日 

(２) 国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３) １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に該当する日を除く。） 

(休日の振替) 

第１２条の２ 所長は、嘱託医に休日において特に勤務することを命ずる必要があ

る場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする４週間前の日か

ら当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする８週間後の日までの

期間内にある勤務日を休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当

該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。 

(時間外勤務) 

第１２条の３ 所長は、嘱託医に正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又

は休日に勤務することを命ずることはできない。ただし、公務のため臨時又は緊

急の必要がある場合において、嘱託医に正規の勤務時間を超えて勤務することを

命じ、又は休日に勤務することを命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずる

ために業務上やむを得ないと認められるときは、この限りではない。 

（年次有給休暇） 

第１３条 医科の嘱託医に対しては、別表第２に掲げる区分に応じた年次有給休暇

を、１日を単位として付与することができる。ただし、４月１日から翌年３月３

１日までの期間（以下「年度」という。）の中途で任用された場合においては、

別表第３に掲げる区分に応じた年次有給休暇を付与することができる。 



２ 任用の更新を受ける嘱託医に対しては、前年度（直近の１年度に限る。）に付

与した年次有給休暇のうち使用しないものがあるときは、その日数を当該年度に

限り繰り越すことができる。 

３ 次の各号に掲げる職員（以下、各号職員という。）であった者が、引き続き嘱

託医に任用された場合において、前年度に付与された年次有給休暇又は年次休暇

（以下、年次休暇等という。）の日数のうち使用しなかった日数がある場合は、

当該年度に限り繰り越すことができる。また、この場合における当該年度の年次

有給休暇の付与日数は、当該年度における各号職員の任用期間（この項の規定に

より任用期間とみなしたものを含む。）の初日から嘱託医の任用期間の末日まで

を任用期間とみなして第１項の例により求められる日数から、各号職員の任用期

間に付与された年次休暇等の日数を減じて得た日数（０日を下回るときは、０日）

に、各号職員の任用期間の年次休暇等の残日数を加えて得た日数とする。 

 （１）非常勤職員 

 （２）川崎市の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和３４年川崎市

条例第３０号）第２条の適用を受ける職員 

 （３）川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和３２年川崎

市条例第３２号）第２条第１項の適用を受ける職員 

 （４）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項及び第２

項に掲げる職員 

（特別休暇） 

第１４条 特別職非常勤嘱託医に対しては、前条に規定する年次有給休暇のほか、

川崎市特別職非常勤職員に関する要領（４川総雇第７４号）に定めるところによ

り特別休暇を付与することができる。 

２ 前項の特別休暇の取扱いは、総務企画局長が別に定める。 

（報酬） 

第１５条 嘱託医に対しては、第１種報酬及び第２種報酬を支給する。 

２ 第１種報酬の額は、別表第１のとおりとする。 

３ 第２種報酬の額は、嘱託医の通勤の事情等に応じ、総務企画局長が別に定める

もののほか、正規職員の例による。 

４ 前２項に規定する報酬の支給方法は、この要綱に定めるもののほかは、正規職



員の例による。 

（第１種報酬額の減額） 

第１６条 嘱託医が実際に勤務した日数（年次有給休暇又は特別有給休暇を取得し

た日は、実際に勤務した日数に含める。以下同じ。）が別表第１に規定する勤務

日数（以下「勤務日数」という。）に満たない月においては、勤務日数から実際

に勤務した日数を控除した日数に１日当たりの報酬単価（医科 17,238 円/日、精

神科 26,200 円/日、歯科 19,300 円/日）を乗じて得られた額を第１種報酬の額か

ら減ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、死亡による退職の場合は、全額を支給する。 

（費用弁償） 

第１７条 嘱託医がその職務のため出張するときは、川崎市旅費支給条例（昭和２

２年川崎市条例第２１号）別表の４等級として、同条例により旅費を支給する。 

２ 前項の旅費の支給方法は、正規職員の例による。 

（服務等） 

第１８条 所長は、嘱託医の勤務状況を出勤簿、出張命令書等により把握し、嘱託

医として必要な服務規律が守られるよう指揮監督しなければならない。 

（公務災害等の補償） 

第１９条 嘱託医の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、川

崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年

川崎市条例第３５号）及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に

定めるところによる。 

２ 嘱託医が公務上の災害又は通勤による災害を受け、勤務日に勤務しない場合は、

その期間の第１種報酬及び第２種報酬は支給しないものとする。 

（委任） 

第２０条 その他この要綱に施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 



附 則 
この要綱は、平成３０年１月１日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、令和２年５月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

 附 則 

この要綱は、令和７年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条、第１１条、第１６条関係） 

嘱託員の職名 配置人員 勤務日数 
第１種報酬 

種別 金額 

川崎福祉事務所嘱託医師 

医科 3 週 1 回 月額 74,700 円 

精神科 2 月 1 回 月額 26,200 円 

歯科 １ 月１回 月額 19,300 円 

幸福祉事務所嘱託医師 

医科 １ 週 1 回 月額 74,700 円 

精神科 １ 月 1 回 月額 26,200 円 

歯科 １ 月１回 月額 19,300 円 

中原福祉事務所嘱託医師 

医科 １ 週 1 回 月額 74,700 円 

精神科 １ 月 1 回 月額 26,200 円 

歯科 １ 月１回 月額 19,300 円 

高津福祉事務所嘱託医師 

医科 １ 週 1 回 月額 74,700 円 

精神科 １ 月 1 回 月額 26,200 円 

歯科 １ 月１回 月額 19,300 円 

宮前福祉事務所嘱託医師 

医科 １ 週 1 回 月額 74,700 円 

精神科 １ 月 1 回 月額 26,200 円 

歯科 １ 月１回 月額 19,300 円 

多摩福祉事務所嘱託医師 

医科 １ 週 1 回 月額 74,700 円 

精神科 １ 月 1 回 月額 26,200 円 

歯科 １ 月１回 月額 19,300 円 

麻生福祉事務所嘱託医師 

医科 １ 週 1 回 月額 74,700 円 

精神科 １ 月 1 回 月額 26,200 円 

歯科 １ 月１回 月額 19,300 円 

  

 

別表第２（第１３条関係） 

１週間の

勤務日数 

勤続年数ごとの休暇日数 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

１日 
１日 ２日 ２日 ２日 ３日 

３日 ３日 ３日 ３日 ３日 



 備考 従前の任用から引き続いて再度の任用をされた嘱託医については、再度の

任用以後の勤務年数に応じてこの表を適用するものとし、それぞれ下段の休暇日数

を付与するものとする。 

 

別表第３（第１３条関係） 

１週間の

勤務日数 

任用月ごとの休暇日数 

４月～９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 

１日 １日 １日 － － － － 

 


